
 

  

 
 

デートＤＶについて専門知識を持つＮＰＯ等の講師を派遣し、デートＤＶが心身に及ぼす影

響や暴力の種類など、デートＤＶに関する正しい知識を、生徒に分かりやすく説明します。 

人権教育の推進に、是非ご活用ください。  詳しくは次ページ参照➡ 

デートＤＶは特別なことではありません 

１０代の若い人の間でも起きています 

デートＤＶ防止のため 

学校に講師を派遣します！ 

【福岡県からのお知らせ】 

福岡県人材育成・活躍推進活部男女共同参画推進課女性支援・保護係 
〒８１２－８５７７  福岡市博多区東公園７－７ 

ＴＥＬ ０９２－６４３－３４０９ ＦＡＸ ０９２－６４３－３３９２ 

Ｅ－mail joseihogo@pref.fukuoka.lg.jp 



 

事 業 の 概 要 

１ 事業の目的 

中学生及び高校生に対し、デートＤＶに関する理解を進め、暴力の防止、被害時の早期相談の促進を目的とし

ます。 

２ 派遣対象 

（１）県内の高等学校、中等教育学校及び中学校（福岡市立及び北九州市立の中学校、北九州市内及び福岡市立の

高等学校を除く。）が行う授業等であること。 

（２）生徒及び学校関係者を対象とするものであること。（原則として１学年以上を単位とする。） 

３ 派遣する講師 

 デートＤＶに関する専門的な知識を持ち、講演実績のあるＮＰＯ等の専門家とします。 

４ 謝金及び旅費 

  講師の謝金及び旅費は、県が負担します。 

５ 講師派遣の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①講師の派遣を希望する学校は、県に電話で事前連絡の上、授業等実施日の 30 日前までに申込書をＦＡＸ又はメ

ールで県に提出してください。 

②県は、ＮＰＯ等と講師の派遣が可能かどうかの調整を行います。 

③県は、申込を行った学校に講師派遣の可否を通知します。 

④学校は、ＮＰＯ等と授業等の内容について事前打ち合わせを行います。 

⑤講師の派遣を実施します。（受講者へのアンケートの実施にご協力ください。） 

⑥学校は、授業等の実施後 30 日以内に実施報告書をメールで県に提出してください。 

⑦県は、ＮＰＯ等へ謝金等を支払います。 

６ 実施要領、申込書等の入手 

  この事業の実施要領、申込書その他関係様式は、福岡県のホームページからダウンロードできます。 

  ホームページアドレス  http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/datedvkoushihaken.html 

７ その他 

 ○申込みは順次受け付けます。予定回数に達した時点で募集を締め切ります。 

○申込みにあたっては実施要領を御確認ください。 
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①申請 

（要 事前連絡） 

②連絡・調整 

③派遣決定 

④事前打ち合わせ 

⑤派遣の実施 

⑥実施報告 ⑦謝金等支払 


